
〇プログラム内容

地域交流のきっかけとなるもの

（地域コミュニティ交流、健康増進・フレイル予防、

子育て支援交流、文化・芸術交流 等）

〇プログラム運営主催者＜定期的に公募＞

区市町（地域包括センター等）、社会福祉法人、ＮＰＯ、市民団体等

〇実施場所 都営住宅の集会所、広場等のオープンスペース

（集会所によっては空調、備品が使用できます。

使用に当たり光熱水費相当額が必要になります。）

「東京みんなでサロン」事業
都営住宅の集会所等を活用し、都営住宅や周辺地域の住民の方々の「居場所づくり」を行うことで、
地域コミュニティの活性化を図り、多世代が交流を深め、安心して暮らせる環境を整備する。
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プログラム実施

〇令和３年度、モデル事業を５か所で実施

→都営住宅居住者、近隣の方ともに参加

〇令和４年６月は39か所の集会所を指定し、プログラム運営主催者を公募（次回９月予定）

※39か所の集会所はホームページ参照。39か所以外でも調整可能。

▷既に５か所で実施中 板橋区：健康体操（２か所）、墨田区：地域交流カフェ、目黒区：地域交流サロン、

世田谷区：子どもの居場所（学習支援、おやつ配布）

〇毎年順次拡大し、令和12年度までに100か所での開設を目指す。（「未来の東京」戦略 戦略７）

事業の展開

・都（JKK)が自治会と利用調整を行い、

プログラム運営主催者のプログラム実施を支援

・都は集会所の使用について自治会と調整し、プロ

グラム実施に必要な感染症対策用品を支援

※本件に関する問い合わせは都営住宅経営部経営企画課（03－5320－4972）まで、お願いいたします。

申請

集会所の例

令和４年度本格実施 令 和 ４ 年 ７ 月
東京都住宅政策本部
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